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調
査
地
概
要

　

党
家
村
は
、
陝
西
省
韓
城
市
の
北
東
約
九
キ
ロ
、
東
は
黄
河
ま
で

三
・
五
キ
ロ
、
西
は
108
国
道
ま
で
一
・
五
キ
ロ
に
位
置
す
る
（
図
１
）。

周
囲
の
地
理
環
境
は
、
ち
ょ
う
ど
黄
土
高
原
と
八
百
里
秦
川
の
合
流

地
帯
に
あ
り
、
典
型
的
な
黄
土
地
帯
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
党
家

村
に
は
、
党
と
賈
の
二
つ
の
大
姓
が
あ
り
、
代
々
婚
姻
関
係
を
結
ん

で
い
て
、
二
姓
以
外
の
姓
は
ま
れ
で
あ
る
。
同
姓
と
姻
戚
が
集
居
し

た
典
型
的
な
村
落
で
、
人
口
密
度
が
高
い
。
総
戸
数
約
三
九
二
戸
、

総
人
口
一
三
七
三
人
（
二
〇
〇
六
年
）
で
、
う
ち
六
〇
歳
以
上
の
老

人
が
一
八
五
人
で
全
人
口
の
一
三
・
四
七
％
を
占
め
、
す
で
に
高
齢

化
社
会
で
あ
る
。
総
耕
地
面
積
は
二
二
二
〇
ム
ー
で
（
う
ち
畑
が
一

四
五
六
ム
ー
、
そ
の
他
は
自
然
灌
漑
農
地
あ
る
い
は
人
工
灌
漑
農

地
）、
一
戸
当
た
り
の
平
均
耕
地
面
積
は
約
七
ム
ー
で
あ
る
。

　

大
部
分
の
村
民
は
、
小
麦
や
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
サ
ン
シ
ョ
ウ
な
ど

を
栽
培
す
る
農
業
で
生
計
を
た
て
る
ほ
か
、
主
に
中
・
青
年
が
外
地

に
出
稼
ぎ
に
で
て
現
金
収
入
を
得
る
。
ま
た
近
年
の
観
光
開
発
に

よ
っ
て
一
部
の
農
民
が
収
入
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
多
く
は
な

い
。
本
村
の
教
育
レ
ベ
ル
は
概
し
て
か
な
り
高
く
、
大
学
進
学
な
ど

に
よ
っ
て
村
を
離
れ
る
若
者
が
少
な
く
な
い
。

　

伝
承
に
よ
れ
ば
、
党
家
村
は
元
代
至
順
二
年
（
一
三
三
一
）
に
開

か
れ
た
。
党
姓
の
始
祖
で
あ
る
党
恕
軒
が
朝
邑
一
帯
か
ら
飢
饉
を
逃

れ
て
こ
の
地
に
至
り
、
東
陽
湾
に
居
を
か
ま
え
て
農
業
を
生
業

と
〉
1
〈

し
、
後
に
隣
村
の
樊
氏
を
娶
っ
て
四
人
の
子
を
も
う
け
た
。
明
永

楽
十
二
年
（
一
四
一
四
）
に
本
家
の
党
真
が
郷
試
に
合
格
し
た
時
に

古
村
落
の
観
光
資
源
化 
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図１　党家村の地理環境

図２　清代・党家村の建築配置図

出所：周若祁・張光主編『韓城村寨与党家村民居』陝西科学技術
出版社、1999年、170頁。
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は
、
す
で
に
村
落
規
模
と
な
っ
て
い
た
。
賈
姓
の
始
祖
で
あ
る
賈
伯

通
は
、
明
代
洪
武
年
間
に
山
西
省
洪
洞
県
か
ら
韓
城
に
来
て
商
売
を

始
め
た
。
そ
の
五
代
目
が
明
代
弘
冶
八
年
（
一
四
九
五
）
に
党
姓
と

婚
姻
関
係
を
結
び
、
以
後
、
叔
父
甥
の
婚
戚
関
係
に
よ
っ
て
党
家
村

に
定
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
党
と
賈
の
二
姓
は
婚
姻
関
係
を
結
ん

だ
後
、
共
同
で
商
売
を
営
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
た
富
で
党
家
村
の

民
居
建
築
群
の
基
礎
を
築
い
た
。

　

清
代
の
道
光
年
間
か
ら
咸
豊
年
間
（
一
八
二
一
〜
一
八
六
一
）
に

か
け
て
、
党
家
村
で
は
民
居
建
築
の
最
盛
期
が
続
い
た
。
建
築
群
に

は
、
四
合
院
住
宅
や
祠
堂
、
賈
・
党
両
姓
そ
れ
ぞ
れ
の
「
分
銀
院
」、

哨
門
、
廟
宇
な
ど
が
含
ま
れ
て
お
り
、
村
落
の
形
態
と
構
造
は
い
っ

そ
う
複
雑
に
、
各
種
の
公
共
建
築
や
街
区
の
路
地
も
い
っ
そ
う
の
完
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璧
さ
が
も
と
め
ら
れ
た
。
咸
豊
元
年
、
激
し
い
社
会
混
乱
の
な
か
で

匪
賊
の
侵
入
か
ら
村
を
守
る
た
め
に
、
三
六
戸
の
富
裕
な
村
民
が
資

金
を
出
し
合
い
、
村
落
東
側
の
高
台
を
利
用
し
て
上
寨
「
泌
陽
堡
」

を
建
設
し
た
。
以
来
、「
村
寨
分
離
〉
2
〈

型
」
の
村
落
形
態
が
形
成
さ
れ

た
。
中
心
村
落
の
周
辺
に
防
御
的
な
集
落
あ
る
い
は
砦
が
造
ら
れ
、

旧
村
と
上
寨
「
泌
陽
堡
」
の
間
は
、
薄
暗
い
ト
ン
ネ
ル
で
繋
が
れ

た
。
現
存
の
『
新（
修
）泌
陽
堡
碑
記
』
に
は
、
建
設
の
理
由
や
上
寨

の
「
城
壕
・
城
巷
・
官
地
・
分
地
」
建
設
の
過
程
が
詳
し
く
記
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
後
、
村
は
清
末
民
初
に
至
る
ま
で
大
き
く
変
化
す
る

こ
と
な
く
続
い
た
た
め
、
現
在
は
咸
豊
年
間
の
村
の
姿
を
ほ
ぼ
そ
の

ま
ま
と
ど
め
て
い
る
（
図
2
）。

　

党
家
村
は
、
旧
村
、
上
寨
、
新
村
の
三
つ
か
ら
な
る
。
旧
村
の
建
物

は
、
分
家
し
た
村
民
が
村
の
は
ず
れ
に
新
築
し
た
住
宅
を
除
い
て
、

ほ
と
ん
ど
が
清
代
に
建
て
ら
れ
た
（
明
代
の
建
物
も
少
数
あ
る
）。

上
寨
の
住
宅
は
、
す
べ
て
清
代
の
建
築
物
で
あ
る
。
新
村
は
、
一
九

八
〇
年
代
中
期
か
ら
北
側
の
高
台
に
移
り
住
ん
だ
村
民
に
よ
っ
て
新

た
に
形
成
さ
れ
た
。
新
村
は
計
画
的
に
建
設
さ
れ
、
党
家
村
の
行
政

の
中
心
（
村
民
委
員
会
）
も
す
で
に
新
村
へ
移
さ
れ
て
い
る
。
新
村

の
新
設
に
よ
っ
て
、
旧
村
や
上
寨
の
伝
統
的
村
落
の
構
造
や
古
民
居

建
築
群
は
か
な
り
良
好
な
状
態
の
ま
ま
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

が
、
一
方
で
、
旧
村
と
上
寨
で
は
除
々
に
「
空
洞
化
」
問
題
が
表
面

化
し
、
空
き
家
が
増
え
て
、
建
物
の
老
朽
化
や
荒
廃
化
が
進
ん
だ
。

　

党
家
村
の
古
建
築
は
、
二
〇
〇
一
年
六
月
二
五
日
、
国
務
院
に
よ

り
「
国
家
重
点
文
物
保
護
単
位
」
リ
ス
ト
に
登
録
さ
れ
た
。
法
定
保

護
地
区
の
範
囲
は
、
東
は
泌
陽
堡
か
ら
、
西
は
西
川
高
台
、
南
は
南

側
高
台
の
崖
、
北
は
泌
陽
堡
の
北
側
城
壁
ま
で
で
、
総
面
積
は
約

一
・
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
お
よ
ぶ
。
な
お
一
般
に
メ
デ
ィ
ア
や

観
光
客
が
党
家
村
と
い
う
の
は
、
主
に
保
護
対
象
と
な
っ
た
「
古
村

落
」
で
あ
る
。
そ
し
て
旧
村
と
上
寨
が
「
全
国
重
点
文
物
保
護
単

位
」
に
指
定
さ
れ
た
こ
と
で
、
村
民
は
旧
村
と
上
寨
の
価
値
を
再
認

識
し
始
め
、
一
部
の
古
民
居
の
改
修
が
促
進
さ
れ
た
。

風
水
環
境
と
風
水
塔

　

党
家
村
周
辺
の
自
然
環
境
は
、
西
は
梁
山
、
東
は
黄
河
に
臨
み
、

現
地
で
は
「
梁
山
西
照
、
泌
水
東
〉
3
〈
流
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
。
村
落

環
境
の
立
地
は
、
北
は
高
台
を
背
に
し
、
南
は
泌
水
に
臨
み
、
南
面

し
て
風
を
避
け
て
お
り
、
風
水
原
理
の
「
負
陰
抱
陽
」
に
一
致
す
〉
4
〈
る

（
図
3
）。
村
は
水
源
に
恵
ま
れ
て
お
り
、
泌
水
河
を
利
用
す
る
ほ

か
、
谷
に
位
置
す
る
旧
村
の
地
下
水
位
も
か
な
り
高
く
、
井
戸
掘
り

が
容
易
で
あ
る
。
党
家
村
の
あ
る
河
谷
北
側
の
台
地
は
海
抜
が
四
〇

〇
〜
四
六
〇
メ
ー
ト
ル
で
、
泌
水
が
村
の
南
側
を
回
流
し
て
黄
河
に

流
れ
込
ん
で
い
る
。
泌
水
の
両
岸
お
よ
び
村
の
北
側
と
南
側
の
高
台

に
は
、
果
実
や
サ
ン
シ
ョ
ウ
の
樹
木
、
菜
園
、
農
地
が
密
に
分
布
し

て
い
る
。
村
の
北
側
台
地
は
、
四
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ
が
あ

り
、
こ
れ
が
西
北
風
を
や
わ
ら
げ
る
屏
風
の
役
割
を
果
た
し
て
い



写真1　村落東南に位置する風水塔：文星閣
（2007年８月筆者撮影）

図３　党家村周辺の環境：風 ･土 ･水
出所：日中連合民居調査団編『党家村──中国北方の伝
統的農村集落』世界図書出版公司、1992年、15頁。
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る
。
村
落
全
体
の
地
形
は
北
高
南
低
で
、
日
常
時
お
よ
び
増
水
時
の

排
水
に
適
し
て
い
る
。
河
谷
は
風
の
通
り
が
良
い
が
、
周
辺
の
高
台

が
風
を
さ
え
ぎ
っ
て
留
め
て
い
る
。
こ
れ
を
民
間
で
は
、
河
谷
に

そ
っ
て
「
財
運
」
と
「
幸
運
」
が
運
び
こ
ま
れ
、
文
星
閣
を
経
由
し
て

集
ま
る
、「
聚
気
」（
財
と
幸
を
集
め
る
）
と
な
る
と
す
る
。

　

党
家
村
は
、
西
北
部
が
高
く
て
東
南
部
が
低
い
た
め
、「
取
不
尽

的
西
北
、
填
不
満
的
東
南
」「
東
高
不
算
高
、
西
高
圧
弯
腰
」
な
ど

の
言
い
か
た
が
あ
る
。
文
星
閣
は
村
の

シ
ン
ボ
ル
的
な
建
物
で
、
村
の
東
南
に

あ
る
小
学
校
の
校
庭
に
あ
り
（
も
と
は

関
帝
廟
南
側
に
あ
っ
た
）、
典
型
的
な

風
水
塔
で
あ
〉
5
〈
る
（
写
真
1
）。
文
星
閣

の
閣
門
、
閣
窓
な
ど
の
開
口
部
は
す
べ

て
村
の
中
心
部
（
西
北
）
に
向
い
て
お

り
、
村
落
の
構
成
と
呼
応
し
て
い
る
。

こ
の
塔
が
建
て
ら
れ
た
理
由
は
、
党
家

村
の
全
体
地
形
が
、
西
北
が
高
く
東
南

が
低
い
た
め
に
塔
を
建
て
て
そ
れ
を
補

い
、
空
間
の
バ
ラ
ン
ス
を
整
え
る
こ
と

に
あ
っ
た
。
客
観
的
に
み
て
も
、
確
か

に
文
星
閣
は
村
落
の
景
観
に
あ
る
種
の

風
情
を
加
え
て
い
る
。
文
星
閣
は
、
清

代
雍
正
三
年
（
一
七
二
五
）
に
創
建
さ

れ
た
、
六
層
の
六
角
柱
状
レ
ン
ガ
造
り
の
塔
で
、
高
さ
は
三
七
・
五

メ
ー
ト
ル
、
火
災
に
よ
り
焼
失
し
た
た
め
、
光
緒
二
十
二
年
（
一
八

九
六
）
に
再
建
さ
れ
た
。
文
星
閣
一
階
の
門
外
に
は
「
配
地
配
天
洋

洋
聖
道
超
千
古
、
在
左
在
右
耀
耀
神
魂
保
万
民
」
と
書
か
れ
た
対
聯

が
掛
け
ら
れ
て
お
り
、
文
星
閣
が
宗
教
的
建
造
物
で
あ
る
こ
と
が
う

か
が
え
る
。
塔
内
は
、
空
洞
状
で
、
木
製
ハ
シ
ゴ
で
昇
降
が
で
き
、

各
階
に
は
孔
子
と
そ
の
弟
子
の
位
牌
が
奉
ら
れ
て
い
る
。
最
上
階
に
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は
魁
星
爺
の
塑
像
が
奉
ら
れ
て
お
り
、
片
方
の
手
に
は
筆
、
も
う
片

方
に
は
巻
物
を
携
え
、
ま
さ
に
状
元
（
科
挙
の
最
上
位
及
第
者
）
に

印
を
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
伝
承
に
よ
れ
ば
、「
魁
星
爺
」
は
す

な
わ
ち
「
文
曲
星
」（
文
を
司
る
神
）
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
文
星
閣
」

と
い
う
名
称
の
由
来
で
あ
る
、
と
。
文
星
閣
創
建
の
目
的
は
、
村
の

地
形
上
の
欠
陥
を
補
う
だ
け
で
は
な
く
、
本
村
か
ら
優
秀
な
人
材
が

出
る
よ
う
に
と
の
願
い
に
あ
り
、
両
者
に
は
内
在
的
な
関
連
性
が
あ

る
。
村
民
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
文
星
閣
は
、
確
か
に
党
家

村
の
風
水
上
の
条
件
を
補
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
明
清
時
代
に

は
次
々
に
挙
人
（
郷
試
）
が
輩
出
さ
れ
た
。
数
名
の
進
士
と
数
十
名

の
秀
才
合
格
者
も
お
り
、
全
村
の
お
よ
そ
半
数
の
家
か
ら
科
挙
及
第

者
を
出
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
党
家
村
か
ら
は
「
状
元
」

「
探
花
」
な
ど
さ
ら
に
上
級
の
科
挙
及
第
者
が
出
て
い
な
い
の
は
、

文
星
閣
が
河
谷
に
建
て
ら
れ
、
そ
の
先
端
が
台
地
上
部
か
ら
出
て
い

な
い
た
め
に
、
最
終
的
に
「
状
元
」
を
出
せ
な
か
っ
た
、
と
い
う
。

風
水
塔
は
、
中
国
各
地
に
お
い
て
村
落
や
都
市
の
風
水
上
の
欠
陥
を

補
い
、
同
時
に
、
邪
気
を
払
っ
て
邪
悪
な
も
の
を
静
め
、
村
落
の
平

和
を
守
っ
て
い
る
。
当
地
に
は
か
つ
て
「
下
了
党
家
塬
、
秀
才
比
魚

多
」（
谷
底
の
旧
村
に
行
く
と
、
魚
よ
り
も
秀
才
＝
科
挙
合
格
者
が

多
い
）
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
。
村
民
に
は
、
村
か
ら
多
数
の
科
挙

及
第
者
が
輩
出
し
た
の
は
風
水
が
良
か
っ
た
た
め
だ
と
解
釈
す
る
傾

向
が
か
な
り
み
ら
れ
る
。
今
で
も
周
辺
の
村
落
や
都
市
の
学
生
や
保

護
者
が
大
学
合
格
祈
願
の
た
め
に
頻
繁
に
文
星
閣
に
や
っ
て
く
る
。

　

風
水
環
境
の
形
成
は
、
文
化
空
間
の
建
設
過
程
の
一
つ
で
あ
る
。

こ
の
過
程
の
中
で
、
後
世
の
人
々
が
加
え
た
「
風
水
伝
説
」
は
大
き

な
作
用
を
発
揮
し
て
き
た
。
あ
る
者
は
、
党
家
村
に
は
か
つ
て
村
に

通
じ
る
五
本
の
道
が
あ
っ
た
が
、
党
家
村
の
風
水
は
す
ば
ら
し
い
、

五
匹
の
駿
馬
が
疾
走
す
る
よ
う
に
見
え
る
「
五
馬
奔
槽
」
が
あ
る
か

ら
だ
と
い
う
。
ま
た
あ
る
者
は
、
村
の
周
囲
に
は
九
つ
の
山
の
入
口

が
あ
る
が
、
そ
れ
を
「
九
龍
吃
水
」（
九
匹
の
龍
の
嘴
が
水
を
飲
む

様
）
に
み
た
て
る
。
こ
の
ほ
か
に
、「
避
塵
珠
」
の
伝
説
も
あ
る
。

伝
承
に
よ
れ
ば
、
清
代
光
緒
年
間
に
党
家
村
出
身
の
進
士
が
西
太
后

か
ら
賜
っ
た
「
避
塵
珠
」
を
文
星
閣
の
頂
上
に
置
い
た
と
こ
ろ
、
四

方
の
塵
埃
は
こ
の
珠
を
避
け
、
頂
上
に
は
雑
草
す
ら
生
え
ず
、
村
内

の
空
気
が
清
め
ら
れ
澄
み
わ
た
っ
た
と
い
う
。
村
民
は
わ
ず
か
な
限

ら
れ
た
範
囲
の
風
水
思
想
と
知
識
し
か
持
っ
て
お
ら
ず
、
効
力
に
つ

い
て
は
半
信
半
疑
で
、
有
る
よ
う
な
無
い
よ
う
な
と
い
っ
た
程
度
し

か
信
じ
て
い
な
い
。
し
か
し
多
く
の
者
が
、
住
宅
を
建
て
る
時
や
墓

を
つ
く
る
時
に
は
風
水
に
よ
っ
て
日
時
（
吉
日
、
吉
時
）
を
選
ぶ
と

い
う
こ
と
は
知
っ
て
い
る
が
、
泰
山
石
敢
当
（
殺
気
・
邪
気
を
受
け

止
め
防
ぐ
神
石
）
が
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
は
知
ら
な
い
。
ま
た
羅

針
盤
（
香
港
製
）
を
持
つ
村
の
あ
る
風
水
先
生
に
つ
い
て
は
、
彼
が

か
つ
て
村
の
幹
部
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
彼
の
風
水
の
力
は
信
じ
ら
れ

な
い
と
い
い
、
一
部
の
村
民
は
彼
を
「
秀
才
学
陽
陰
、
不
用
半
後

晌
」（
秀
才
が
陰
陽
を
学
ぶ
の
に
、
半
日
も
か
か
ら
な
い
）
と
皮
肉
っ

て
い
る
。
実
際
、
彼
の
風
水
に
対
す
る
知
識
は
、
風
水
関
係
の
書
物
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を
読
ん
で
得
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
聞
き
か
じ
り
の
域
を
出
な
い
。

　

村
内
に
あ
る
大
小
の
路
地
は
、
多
く
が
黒
青
色
の
石
灰
で
舗
装
さ

れ
て
い
る
。
縦
横
に
交
差
し
、
複
雑
に
曲
が
り
く
ね
っ
て
Ｔ
字
形
や

卍
字
形
の
袋
小
路
に
な
っ
て
お
り
、
相
互
に
折
り
重
な
っ
て
い
て
所

謂
十
字
路
が
な
い
。
路
地
が
曲
が
り
く
ね
っ
て
い
る
の
は
、
防
御
の

た
め
と
風
水
に
合
わ
せ
た
た
め
で
あ
る
。
村
民
は
、
風
水
に
は
通
気

と
集
気
が
重
要
で
、
通
気
に
は
気
の
通
り
道
が
、
集
気
に
は
曲
が
り

く
ね
っ
て
直
接
に
ぶ
つ
か
る
よ
う
に
し
な
い
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と

す
る
。
敷
地
内
の
家
屋
の
構
成
（
例
え
ば
照
壁
あ
る
い
は
影
壁
と
門

の
向
き
な
ど
）
は
、
直
接
に
向
か
い
合
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
党
家
村
で
は
、
異
な
る
家
屋
の
正
門
と
正
門
が

絶
対
に
向
か
い
合
わ
な
い
よ
う
に
位
置
を
ず
ら
す
だ
け
で
な
く
、
正

門
や
庭
門
も
路
地
の
入
口
と
ぶ
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。
路
地
の

入
口
と
ず
ら
す
の
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
ほ
か
に
風
水
思
想
に

よ
る
た
め
で
あ
る
。
一
般
に
、
正
門
は
「
気
の
入
口
」
で
あ
り
、
凶

気
を
避
け
、
吉
気
を
入
れ
る
と
す
る
。
路
地
の
入
口
は
「
水
口
」
で

あ
り
、
宅
地
に
大
水
が
真
直
ぐ
に
入
る
の
は
宜
し
く
な
く
、
避
け
ら

れ
な
い
場
合
は
照
壁
を
建
て
る
こ
と
で
そ
れ
を
防
ぐ
。
幾
つ
か
の
Ｔ

字
路
の
入
口
に
は
常
に
「
泰
山
石
敢
当
」
が
設
置
し
て
あ
り
、
建
物

の
壁
に
埋
め
込
ま
れ
た
り
、
道
路
や
路
地
の
入
口
の
風
水
的
に
よ
く

な
い
と
さ
れ
る
建
物
の
壁
面
や
壁
角
に
も
よ
く
み
ら
れ
る
。

村
落
の
公
共
建
築

　

党
家
村
の
伝
統
的
な
村
落
配
置
の
中
で
、
多
数
の
精
巧
で
美
し
い

四
合
院
や
三
合
院
な
ど
の
建
築
物
以
外
に
人
目
を
引
く
の
は
、
多
く

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
公
共
建
築
物
で
あ
る
。
公
共
的
な
施
設
や
建

物
の
う
ち
、
少
数
は
風
水
と
関
係
す
る
建
物
で
あ
る
が
、
よ
り
多
く

の
建
物
は
村
落
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
社
会
文
化
生
活
と
深
く
か
か

わ
っ
て
い
る
。
前
者
は
、
文
星
閣
や
泰
山
石
敢
当
、
四
合
院
の
正
門

内
外
の
照
壁
な
ど
で
あ
り
、
後
者
は
、
劇
の
舞
台
や
廟
宇
、
党
姓
と

賈
姓
の
多
く
の
祠
堂
、
節
孝
碑
、
惜
字
炉
、
池
、
古
い
井
戸
、
哨

門
、
看
家
楼
、
地
下
道
、
城
墻
と
城
堡
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
公

共
建
築
物
は
、
い
ず
れ
も
村
落
の
文
化
空
間
の
構
築
に
役
割
を
は
た

し
て
お
り
、
村
落
内
部
の
機
能
の
多
様
性
や
完
備
性
を
体
現
し
、
基

本
的
に
一
つ
の
自
給
自
足
的
体
系
を
形
成
し
て
い
る
。

　

井
戸
：
村
内
に
は
公
共
の
井
戸
が
一
三
か
所
あ
り
、
う
ち
旧
村
に

一
〇
か
所
、
上
寨
に
二
か
所
、
新
村
に
一
か
所
あ
る
。
旧
村
の
井
戸

は
、
四
か
所
が
明
代
に
、
二
か
所
が
清
代
に
掘
ら
れ
た
と
い
う
。
古

い
井
戸
に
は
す
べ
て
小
屋
が
つ
い
て
お
り
、
碑
記
と
神
棚
を
備
え
た

も
の
も
あ
る
（
写
真
2
）。

　

用
水
池
：「
た
め
池
」
と
も
呼
ば
れ
、
上
寨
に
一
か
所
あ
る
。
洗

い
も
の
や
田
畑
に
た
ま
っ
た
多
量
の
水
の
排
水
、
飲
み
水
以
外
の
用

水
に
用
い
、
消
防
等
に
も
使
用
さ
れ
る
。
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249──古村落の観光資源化

　

排
水
シ
ス
テ
ム
：
地
下
式
の
排
水
シ
ス
テ
ム
は
な
い
。
宅
地
専
用

の
排
水
口
以
外
に
、
村
の
各
路
地
す
べ
て
に
河
川
か
ら
運
ん
だ
石
が

敷
き
つ
め
て
あ
り
、
こ
れ
が
同
時
に
下
水
道
の
役
割
を
果
た
し
、
雨

水
が
こ
こ
を
通
っ
て
素
早
く
直
に
泌
水
に
流
れ
込
む
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。

　

路
地
：
集
落
の
公
共
交
通
で
あ
り
、
排
水
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
だ
け

で
な
く
、
防
御
の
役
割
も
も
つ
。
か
つ
て
重
要
な
民
間
儀
礼
活
動

は
、
東
西
を
貫
く
主
要
街
路
を
中
心
に
行
わ
れ
た
。

　

場
：
麦
場
（
共
同
の
麦
干
し
場
）
で
あ
る
。
収
穫
し
た
農
作
物
の

乾
燥
や
脱
穀
な
ど
を
行
う
作
業
場
で
、
村
民
の
集
会
や
公
共
活
動
も

行
う
。
人
民
公
社
時
代
に
は
、
生
産
小
隊
に
そ
れ
ぞ
れ
「
場
」
が

あ
っ
た
。

　

戯
楼
と
広
場
：
旧
村
の
戯
楼
は
（
一
九
八
八
年
に
取
り
壊
さ
れ

た
）、
か
つ
て
新
年
や
婚
礼
、
葬
儀
な
ど
の
大
規
模
な
儀
礼
の
時

に
、
地
方
劇
の
一
つ
で
あ
る
「
泰
腔
」
が
上
演
さ
れ
た
場
所
で
あ

る
。
戯
楼
に
隣
接
し
た
広
場
は
、「
麦
場
」
と
し
て
も
使
用
さ
れ

た
。
上
寨
に
も
広
場
が
一
か
所
あ
り
、
そ
の
北
側
に
祠
堂
、
祠
堂
の

前
に
は
人
工
た
め
池
が
あ
り
、
西
側
に
は
大
照
壁
が
設
け
ら
れ
、
南

側
は
城
垜
（
城
壁
の
厚
く
な
っ
た
部
分
）
に
な
っ
て
い
る
。
現
在

は
、
北
側
高
台
の
新
村
の
駐
車
場
と
村
民
委
員
会
門
前
の
空
地
に
新

し
い
村
の
広
場
が
で

き
て
い
る
。
春
節
中

に
ド
ラ
や
太
鼓
を
鳴

り
響
か
せ
、
竜
灯
踊

り
を
上
演
す
る
時
は

旧
村
の
大
通
り
に

沿
っ
て
西
か
ら
東
に

移
動
す
る
が
、
賈
家

の
祠
堂
の
前
の
小
広

場
や
大
通
り
の
東
口

の
広
場
、
北
側
高
台

の
駐
車
場
な
ど
に
留

ま
っ
て
上
演
す
る

（
写
真
3
）。

　

祠
堂
：
全
部
で
一
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一
か
所
あ
っ
た
が
、
現
存
す
る
の
は
五
か
所
の
み
で
あ
る
。
祠
堂

は
、
重
層
的
構
成
を
と
る
。
総
祠
堂
（
宗
祠
、
族
祠
）、
分
祠
堂

（
支
祠
）、
家
族
祠
堂
（
家
祠
）
な
ど
の
等
級
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

で
祀
る
「
祖
先
」
も
重
層
的
構
成
を
と
る
。
賈
姓
と
党
姓
は
そ
れ
ぞ

れ
一
か
所
の
総
祠
堂
を
も
つ
。
党
氏
の
祖
祠
（
写
真
4
）
と
賈
氏
の

祠
堂
は
、
そ
れ
ぞ
れ
村
民
委
員
会
と
村
民
文
化
セ
ン
タ
ー
（
展
示

室
、
閲
覧
室
、
遊
戯
室
、
青
年
の
家
を
含
む
）
に
転
用
さ
れ
、
現
在

は
、
観
光
発
展
と
文
物
保
護
の
た
め
に
、
当
時
の
姿
に
復
元
さ
れ
て

い
る
。
党
姓
の
三
つ
の

家
系
は
そ
れ
ぞ
れ
に
分

祠
堂
が
あ
り
、
賈
姓
も

一
つ
の
分
祠
堂
、
す
な

わ
ち
「
賈
二
門
祠
堂
」

（
本
源
祠
）
を
も
つ
。

二
〇
〇
七
年
に
修
復
を

お
え
た
ば
か
り
の
「
西

報
本
祠
」
は
旧
村
の
西

哨
門
路
北
側
に
位
置

し
、
党
姓
の
二
門
の
家

系
に
属
す
る
。
家
族
祠

堂
、
例
え
ば
「
党
太
守

祠
」
は
、
光
緒
年
間
に

党
焯
堂
が
父
の
党
蒙
の

た
め
に
建
て
た
も
の
で
あ
る
。
祠
堂
も
基
本
的
に
四
合
院
形
式
で
あ

り
、
一
般
住
宅
と
比
べ
て
や
や
高
い
造
り
に
な
っ
て
い
る
。
祠
堂
の

門
前
に
は
、
常
に
「
旗
杅
斗
子
」（
桝
を
つ
け
た
旗
ざ
お
）
が
立
て

ら
れ
、
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
て
い
る
。
か
つ
て
、
祠
堂
の
運
営
費
用
は

一
族
の
田
畑
で
得
た
収
入
や
一
族
の
者
の
寄
付
に
よ
っ
た
が
、
祭
祀

活
動
は
、
本
祠
堂
に
所
属
す
る
一
族
の
成
年
男
子
が
順
番
に
受
け

持
っ
た
。

　

私
塾
と
小
学
校
：
か
つ
て
村
に
は
十
数
か
所
の
私
塾
が
あ
っ
た
。

多
く
は
祠
堂
や
私
宅
を
借
り
て
私
塾
が
開
か
れ
て
お
り
、「
商
売
も

勉
学
も
」
と
い
う
本
村
の
伝
統
を
反
映
し
て
い
る
。
多
く
の
住
宅
の

正
門
の
扁
額
に
は
「
耕
読
第
」
の
文
字
が
刻
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
も

村
民
の
伝
統
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
。
一
九
四
〇
年
代
、
村
の
東
南

の
「
下
廟
」
建
築
群
の
一
部
が
解
体
さ
れ
て
、
後
に
そ
の
敷
地
に
小

学
校
が
建
設
さ
れ
た
。
小
学
校
の
運
動
場
は
村
の
麦
場
（
共
同
作
業

場
）
や
広
場
で
も
あ
っ
た
。

　

廟
群
：「
上
廟
」
と
「
下
廟
」
か
ら
な
る
。「
上
廟
」
は
、
旧
村
東

北
の
村
の
入
り
口
高
台
に
あ
る
「
観
音
菩
薩
廟
」
と
、
そ
の
両
側
に

あ
る
「
送
子
娘
娘
廟
」
と
「
土
地
廟
」
で
、
向
か
い
に
演
劇
台
が
あ

る
。「
下
廟
」
は
、
主
に
村
落
東
南
に
あ
り
、
現
在
の
党
家
村
小
学

校
の
敷
地
に
は
か
つ
て
「
関
帝
廟
」
建
築
群
が
あ
っ
た
。
関
帝
廟
の

庭
に
は
、
北
側
に
位
置
し
て
南
面
す
る
関
帝
殿
や
、
東
側
に
位
置
し

て
西
面
す
る
と
こ
ろ
に
馬
王
や
法
王
房
寅
、
薬
王
孫
思
邈
が
別
々
に

祀
ら
れ
て
い
る
。
廟
の
庭
園
の
東
北
隅
に
は
火
神
廟
が
あ
り
、
東
南



写真５　村内の大通りにある惜字炉
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隅
に
は
財
神
廟
が
あ
る
。
戦
争
や
革
命
を
経
て
い
く
な
か
で
、
こ
れ

ら
の
廟
は
み
な
壊
さ
れ
て
し
ま
い
、
現
在
は
「
下
廟
」
付
近
に
文
星

閣
が
残
る
の
み
で
あ
る
。

　

節
孝
碑
：
こ
れ
は
、
苦
労
し
て
子
供
を
育
て
た
母
親
を
記
念
し
て

建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

惜
字
炉
：
反
故
紙
専
用
の
炉
。
か
つ
て
は
、
旧
村
の
東
哨
門
や
西

哨
門
外
、
関
亭
廟
前
、
泌
陽
壁
二
門
祠
堂
前
な
ど
多
く
の
場
所
に

あ
っ
た
が
、
現
在
は
旧
村
に
二
か
所
が
復
元
さ
れ
た
（
写
真
5
）。

　

か
つ
て
、
村
落
と
外
の
地
域
を
結
ぶ
主
な
交
通
手
段
は
馬
で
あ
っ

た
。
現
在
も
多
く
の
住
居
の
正
門
外
に
「
上
馬
石
」、「
拴
馬
粧
」
な

ど
が
み
ら
れ
、
壁
に
は
「
拴
馬
坏
」
が
残
る
。
こ
れ
ら
は
み
な
過
去

の
村
落
生
活
の
な
ご
り
で
あ
る
。
党
家
村
で
は
、
農
業
や
商
業
、
祭

祀
活
動
な
ど
は
、
常
に
宗
族
あ
る
い
は
そ
の
支
系
ご
と
に
執
り
行
わ

れ
る
傾
向
が
み
ら
れ
、
そ
れ
は
支
系
ご
と
に
井
戸
や
広
場
、
麦
場
、

祠
堂
な
ど
の
公
共
施
設
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。

上
述
の
よ
う
な
、
一
般
に
他
の
村
落
で
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
生
活

や
生
産
の
施
設
の
ほ
か
に
、
党
家
村
に
は
特
色
の
あ
る
防
御
的
な
公

共
施
設
が
あ
る
。

　

看
家
楼
：
老
村
の
中
央
に
あ
り
、
四
層
構
造
で
高
さ
二
十
数
メ
ー

ト
ル
、
最
上
階
に
は
人
が
住
む
こ
と
が
で
き
、
村
全
体
を
見
渡
す
こ

と
が
で
き
る
。
看
家
楼
は
、
あ
る
村
民
の
私
有
物
で
あ
る
が
、
そ
の

由
来
は
全
村
の
安
全
防
御
と
関
係
し
て
お
り
、
公
共
性
を
も
っ
た
建

築
と
み
な
せ
る
。

　

泌
陽
堡
：
旧
村
を
取
り
囲
む
要
塞
型
の
「
上
寨
」
で
あ
る
。
地
下

道
や
城
門
楼
、
火
砲
、
城
壁
な
ど
か
ら
な
る
。

　

哨
門
と
巷
門
：
旧
村
の
多
く
の
出
入
口
に
は
、
防
御
の
た
め
の
哨

門
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
村
落
の
内
と
外
と
の
境
界
線
で
も

あ
る
。
哨
門
は
朝
晩
の
定
刻
に
開
閉
さ
れ
、
緊
急
時
に
は
見
張
り
が

夜
番
を
し
た
。
そ
の
他
の
幾
つ
か
の
路
地
に
は
、
か
つ
て
「
土
門
」

あ
る
い
は
「
巷
門
」
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
ほ
か
、
走
馬
門
楼
（
高

く
聳
え
る
富
豪
の
正
門
）
や
強
固
な
造
り
の
屋
敷
の
壁
、
外
部
に
む

い
て
い
な
い
窓
や
ま
が
り
く
ね
っ
た
路
地
な
ど
、
ど
こ
を
見
て
も
防

御
施
設
と
し
て
の
観
点
か
ら
造
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
以

上
、
多
く
の
施
設
が
一
致
し
て
、
完
全
か
つ
綿
密
で
堅
固
な
閉
鎖
的

防
御
体
系
を
構
成
し
て
お
り
、
党
家
村
が
か
つ
て
裕
福
で
は
あ
っ
た



写真６　村内のある四合院の内部
（2007年８月筆者撮影）

252

が
、
乱
世
の
不
安
の
中
で
暮
ら
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

党
家
村
の
伝
統
的
な
村
落
の
文
化
空
間
は
、
論
理
上
は
大
変
複
雑

で
あ
り
、
そ
の
観
念
は
街
並
み
や
大
通
り
、
路
地
、
壁
、
門
、
お
よ

び
谷
地
や
河
流
、
高
台
な
ど
可
視
的
な
部
〉
6
〈

分
だ
け
で
は
な
く
、
様
々

な
方
位
や
バ
ラ
ン
ス
、
対
称
性
な
ど
の
不
可
視
的
な
部
分
に
も
表
現

さ
れ
て
い
る
。
防
御
と
い
う
点
か
ら
だ
け
み
て
も
、
要
塞
型
の
村
落

や
哨
門
、
宅
地
の
壁
な
ど
実
体
性
と
物
質
性
の
あ
る
施
設
だ
け
で
は

な
く
、
泰
山
石
敢
当
や
陰
陽
八
卦
学
説
な
ど
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
理

解
で
き
る
「
無
形
」
の
防
御
施
設
も
あ
る
。

四
合
院
の
構
造
と
意
味

　

党
家
村
の
古
建
築
群
は
、
明
、
清
、
中
華
民
国
の
三
つ
の
時
代

に
、
相
次
い
で
大
規
模
な
建
設
が
行
わ
れ
た
。
文
物
保
護
部
門
の
実

地
調
査
に
よ
る
と
、
現
在
、
党
家
村
に
は
明
、
清
、
民
国
時
代
に
建

て
ら
れ
た
保
存
状
態
の
よ
い
「
四
合
院
」
や
「
三
合
院
」
が
一
二
五

棟
あ
り
、
建
設
さ
れ
た
年
代
、
品
質
、
保
存
状
態
に
よ
っ
て
三
等
級

に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
一
級
二
六
棟
、
二
級
四
二
棟
、
三
級
五
七

棟
で
あ
る
（
写
真
6
）。
党
家
村
の
四
合
院
は
、
韓
城
の
民
居
の
典

型
的
な
代
表
と
さ
れ
て
い
る
。

　

党
家
村
の
四
合
院
と
北
京
の
四
合
院
に
は
、
多
く
の
明
ら
か
に
異

な
る
点
が
あ
る
。
ま
ず
、
党
家
村
の
四
合
院
は
北
京
の
よ
り
若
干
小

さ
い
。
次
に
、
敷
地
は
多
く
が
細
長
方
形
で
、
間
口
が
狭
く
奥
行
き

が
あ
り
、
宅
地
が
少
な
め
で
、
閉
鎖
性
が
強
い
（
図
4
）。
当
時
、

こ
れ
ら
の
四
合
院
（
有
名
な
文
星
閣
を
含
む
）
を
建
造
す
る
時
に
、

多
く
の
職
人
が
山
西
省
か
ら
招
か
れ
た
た
め
、
形
状
や
細
部
の
構

造
、
装
飾
手
法
に
お
い
て
、
陝
北
や
関
中
等
の
陝
西
省
地
域
の
民
居

建
築
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
お
り
、
逆
に
平
遥
や
祁
県
な
ど
の
晋
中

地
区
の
四
合
院
民
家
と
近
似
し
て
い
〉
7
〈

る
。
党
家
村
の
四
合
院
の
地
方

的
な
特
徴
は
、
廳
房
（
正
面
の
棟
）
は
生
活
空
間
に
は
せ
ず
、
儀
礼

や
祭
祀
の
空
間
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
廂
房
（
左
右
両
側

の
棟
）
に
も
「
一
明
両
暗
」（
一
棟
が
三
間
で
、
外
部
へ
の
出
入
り

口
は
中
央
の
間
の
み
に
あ
る
）
の
配
置
を
採
用
し
て
い
な
い
。
し
か

し
北
京
の
四
合
院
と
は
多
く
の
異
な
る
部
分
が
あ
る
と
は
い
え
、
党



図４　村内で最もよくみられる四合院の平面図

出所：周若祁・張光主編『韓城村寨与党家村民居』陝西科学
技術出版社、1999年、229頁。

図５　村内のある四合院の平面図および断面図

出所：図４に同じ。
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家
村
の
四
合
院
に
も
同
様
に
、
求
心
性
や
軸
対
称
性
、
閉
鎖
性
な
ど

の
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
中
軸
左
右
対
称
の
「
囲
合
空
間
」

（
外
部
か
ら
隔
離
さ
れ
た
空
間
）
の
構
造
は
、
同
様
に
、
陰
陽
や
均

衡
、
中
和
等
の
伝
統
的
な
文
化
空
間
心
理
を
反
映
し
て
い
〉
8
〈

る
。

　

党
家
村
の
四
合
院
は
、
敷
地
面
積
が
一
般
に
四
分
（
約
二
六
〇
平

方
メ
ー
ト
ル
）
で
あ
る
。
多
く
は
細
長
方
形
で
、
ご
く
稀
に
「
一
顆

印
（
印
鑑
）」
と
呼
ば
れ
る
正
方
形
の
も
の
が
あ
る
。
四
合
院
は
、

廳
房
（
正
房
、
上
房
）、
廂
房
（
厦
房
）、
門
房
か
ら
構
成
さ
れ
て
い

る
（
図
5
）。
ほ
と
ん
ど
の
四
合
院
は
庭
に
耐
火
煉
瓦
が
敷
き
つ
め

て
あ
り
、
各
棟
は
木
造
構
造
で
、
外
壁
は
上
部
ま
で
耐
火
煉
瓦
が
積

ま
れ
て
い
る
。
両
側
に
傾
斜
の
あ
る
瓦
葺
き
の
屋
根
は
、
い
わ
ゆ
る

「
四
檐
八
滴
水
」（
四
方
の
屋
根
か
ら
八
か
所
に
分
か
れ
て
水
が
流
れ

落
ち
る
）
で
あ
〉
9
〈

る
。
四
合
院
の
家

屋
に
は
軒
下
が
あ
り
、
こ
れ
が
回

廊
と
な
っ
て
、
晴
れ
の
日
は
陽
光

を
遮
り
、
雨
の
日
は
雨
が
降
り
込

ま
な
い
。
党
家
村
の
宅
地
は
「
寸

土
寸
金
」（
一
寸
の
土
地
は
一
寸

の
金
に
値
す
る
）
と
言
わ
れ
る
よ

う
に
、
宅
地
を
節
約
す
る
た
め

に
、
隣
接
す
る
家
屋
と
の
間
は
廂

房
の
屋
根
の
裏
側
か
ら
落
ち
る
雨

水
受
け
が
三
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
し
か

な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
四
合
院
は
、

庭
は
一
つ
だ
が
、
複
数
の
庭
を
も

つ
場
合
も
わ
ず
か
だ
が
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
前
院
、
中
院
、
後
院
と
い

い
、
並
列
す
る
場
合
は
、
正
院
、

偏
院
と
呼
ば
れ
る
。
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党
家
村
の
四
合
院
の
廳
房
は
多
く
が
三
間
型
（
八
四
戸
）
で
、
廂

房
は
多
く
が
四
間
型
（
六
八
戸
）、
門
房
は
多
く
が
小
五
間
型
（
六

七
戸
）
で
あ
〉
10
〈

る
。
廳
房
は
、
空
間
的
意
味
が
と
て
も
神
聖
で
、
主
に

祭
祀
儀
礼
や
貴
賓
の
接
待
等
に
使
用
さ
れ
る
。
数
段
の
台
座
の
上
に

建
て
ら
れ
て
、
天
井
も
高
く
広
々
と
し
て
い
る
。
取
り
外
し
可
能
な

屏
風
門
が
取
り
付
け
ら
れ
て
お
り
、
上
部
に
は
吉
祥
の
図
案
（
蓬
の

葉
や
菊
花
、
万
の
字
、「
方
勝
」（
菱
型
を
組
み
合
せ
た
飾
り
）、
人

物
故
事
や
草
花
の
図
案
な
ど
）
が
彫
ら
れ
て
い
る
。
廳
房
に
は
通
常

は
先
祖
や
諸
神
の
位
牌
が
祀
ら
れ
て
お
り
、「
紅
白
喜
事
」（
冠
婚
葬

祭
）
や
特
別
な
祝
祭
日
の
際
に
は
、
斎
場
と
し
て
あ
る
い
は
式
場
と

し
て
使
わ
れ
る
。
そ
の
時
に
は
、
屏
風
門
は
取
り
外
さ
れ
、
宴
席
を

設
け
た
り
儀
式
を
行
っ
た
り
す
る
。
廂
房
や
門
房
は
日
常
生
活
の
場

で
あ
る
。
党
家
村
は
三
世
代
ま
た
は
二
世
代
同
居
が
普
通
で
、
門
房

に
は
年
長
者
が
住
み
、
一
般
的
に
は
小
五
間
型
で
あ
る
。
普
通
は
一

方
が
表
門
の
出
入
り
口
で
、
も
う
片
側
が
台
所
あ
る
い
は
物
置
で
、

中
央
の
三
部
屋
が
居
室
で
あ
る
。
廂
房
は
若
い
世
代
の
居
室
で
、

「
兄
東
弟
西
」（
兄
が
東
側
、
弟
が
西
側
の
廂
房
）
と
さ
れ
、
東
廂
房

が
西
廂
房
よ
り
少
し
高
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
兄
弟
が
分
家

し
て
財
産
を
分
け
る
時
は
、「
兄
東
弟
西
」
の
習
慣
に
基
づ
い
て

行
〉
11
〈

う
。
門
房
と
廂
房
は
一
般
に
二
階
建
て
で
、
二
階
に
は
人
は
住
ま

ず
、
主
に
備
蓄
空
間
で
あ
り
、
食
糧
や
家
具
な
ど
を
置
い
て
お
く
。

一
階
は
日
常
生
活
の
場
で
、
屋
内
に
は
多
く
オ
ン
ド
ル
や
ベ
ッ
ド
を

置
く
。
廳
房
に
地
下
室
（
地
窖
）
を
掘
り
、
貯
蔵
す
る
農
家
も
あ

る
。
こ
れ
も
農
村
の
四
合
院
の
特
徴
で
あ
る
。

　

党
家
村
の
四
合
院
の
建
築
構
造
や
配
置
に
は
一
定
の
決
ま
り
が
あ

り
、
多
く
は
陰
陽
風
水
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
る
。
四
面
の
家
屋
の
戸

や
窓
は
、
み
な
庭
に
向
か
っ
て
作
ら
れ
る
。
家
の
背
面
や
両
側
面
の

壁
に
戸
や
窓
を
作
る
こ
と
は
タ
ブ
ー
で
、
優
れ
た
閉
鎖
性
が
保
た
れ

る
こ
と
で
、
村
民
は
こ
れ
を
「
財
気
不
外
泄
」（
金
運
が
外
に
逃
げ

て
い
か
な
い
）
と
説
明
す
る
。
四
合
院
の
空
間
に
は
い
ろ
い
ろ
な
文

化
的
な
意
味
が
満
ち
て
い
る
。
例
え
ば
、
廳
房
を
頭
、
門
房
を
足
、

左
右
の
廂
房
を
両
腕
と
い
う
よ
う
に
四
合
院
全
体
を
「
擬
人
化
」
し

た
り
す
る
。
ま
た
四
合
院
に
は
「
連
昇
三
級
」（
連
続
三
階
級
昇

進
）
と
い
う
言
い
方
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
廳
房
、
門
房
、
照
壁
を
合

わ
せ
て
「
三
脊（
級
）」
と
呼
び
、
照
壁
か
ら
門
房
、
廳
房
へ
と
少
し

ず
つ
高
く
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
子
弟
の
科
挙
合
格
に
喩
え
ら
れ
、

家
運
が
ま
す
ま
す
上
昇
す
る
こ
と
を
暗
示
す
る
。
庭
の
中
央
に
は
四

角
形
の
「
天
心
石
」
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
本
来
は
家
屋
を

た
て
る
際
の
位
置
を
決
め
、
測
量
を
す
る
杭
打
ち
石
だ
が
、
家
屋
の

魔
よ
け
の
効
果
も
期
待
さ
れ
て
い
る
。
年
中
行
事
や
祭
祀
の
際
に

は
、
こ
こ
に
菓
子
や
果
物
類
の
供
え
物
を
置
く
。

　

党
家
村
の
四
合
院
に
は
、
宅
地
の
北
側
に
位
置
し
て
南
面
す
る
も

の
が
多
く
（
八
四
棟
）、
西
側
に
位
置
し
て
東
面
す
る
も
の
が
（
二

二
棟
）
が
次
ぐ
。
西
向
き
や
北
向
き
は
比
較
的
少
な
い
（
図
6
）。

家
屋
敷
の
正
門
は
多
く
は
片
側
に
造
り
、
一
般
に
東
南
角
に
設
け
ら

れ
る
。
正
門
は
、
右
側
の
東
南
角
が
多
く
（
五
一
戸
）、
次
は
左
側



図６　村内の伝統的な四合院の方位

出所：周若祁・張光主編『韓城村寨与党家村民居』
陝西科学技術出版社、1999年、176頁。

写真７　中門を開いた「旧院」

（党鍳泉氏提供）
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で
、
中
央
に
あ
る
も
の
は
比
較
的
少
な
い
（
一
四
戸
）。
東
南
は
八

卦
の
「
巽
」
の
方
角
に
あ
た
り
、「
南
楼
北
廳
巽
字
門
」
と
い
う
言

葉
で
党
家
村
の
四
合
院
を
形
容
す
る
者
も
い
る
。
つ
ま
り
四
合
院
は

北
側
に
位
置
し
て
南
面
し
、
東
南
角
に
正
門
を
設
け
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
ま
た
中
門
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
科
挙
合
格
者
の

み
で
、
昔
は
常
に
門
外
に
旗
竿
等
の
印
を
立
て
て
示
し
た
と
い
う
。

中
門
を
開
け
る
と
気
が
漏
れ
や
す
い
が
、
片
方
の
側
に
迂
回
さ
せ
れ

ば
気
を
集
め
や
す
い
の
で
、
中
門
を
設
け
る
家
で
は
、
常
に
中
門
を

屏
風
門
に
す
る
か
、
あ
る
い
は
特
に
照
壁
を
設
け
て
気
を
集
め
る
よ

う
に
す
る
。
普
段
、
中
門
を
出
入
り
す
る
際
に
は
、
四
枚
か
六
枚
の

屏
風
門
で
遮
ら
れ
て
い
る
の
で
、
必
ず
両
側
に
回
っ
て
入
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
冠
婚
葬
祭
や
高
貴
な
来
賓
が
訪
れ
た
時
だ
け
屏
風
門

を
開
け
放
っ
て
荘
重
さ
を
示
し
た
、
と
も
い
う
（
写
真
7
）。

　

正
門
は
、
四
合
院
の
中
で
最
も
装
飾
と
防
犯
に
重
き
を
お
い
た
場

所
で
あ
る
。
正
門
は
通
常
は
黒
で
、
門
枠
に
赤
や
緑
を
配
色
す
る
。

正
門
を
入
っ
た
す
ぐ
向
か
い
に
位
置
す
る
壁
（
廂
房
両
側
の
山
型
の

壁
）
は
、
影
壁
に
な
っ
て
お
り
、
土
地
を
祀
っ
た
神
棚
が
埋
め
込
ま

れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
廂
房
の
山
壁
を
影
壁
と
す
る
形
態
以
外



写真８　壮麗な垂花門楼（2007年２月筆者撮影）
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に
、
門
外
ま
た
は
門
内

に
特
別
に
照
壁
を
設
け

て
邪
気
が
直
に
入
る
の

を
遮
っ
た
り
、
回
避
さ

せ
た
り
す
る
家
も
あ

る
。
党
家
村
の
四
合
院

は
、
多
く
が
高
く
て
立

派
な
門
楼
を
も
ち
、
俗

に
「
走
馬
門
楼
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
。
な
か
で

も
「
垂
華
門
楼
」
が
最

も
有
名
で
あ
る
（
写
真

8
）。
走
馬
門
楼
の
上

部
に
は
様
々
な
煉
瓦
彫

刻
や
木
彫
、
石
彫
が
装

飾
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
最
も
目
を
引
く
の
は
正
門
上
部
に
掛
け
ら
れ

た
扁
額
の
題
字
で
あ
る
。
正
門
の
扁
額
は
通
常
は
木
製
で
、
題
字
は

多
く
が
白
地
に
黒
字
か
、
青
地
に
金
字
で
書
か
れ
て
お
り
、
内
容
は

吉
祥
の
意
味
で
、
書
法
も
凝
っ
て
い
る
。

　

一
九
二
九
年
と
一
九
六
二
年
の
自
然
災
害
の
時
に
、
一
部
の
家
は

廳
房
を
取
り
壊
し
、
そ
の
木
材
を
売
っ
て
飢
饉
を
乗
り
越
え
た
。
そ

の
後
、絶
え
ず
分
家
が
進
み
、核
家
族
が
次
第
に
一
般
的
に
な
り
、
生

活
様
式
が
都
市
化
さ
れ
た
た
め
、
四
合
院
も
大
き
く
変
わ
っ
た
。
例

え
ば
、
次
第
に
多
世
帯
で
居
住
す
る
よ
う
に
な
り
、
一
家
に
一
つ
の

庭
と
い
う
理
想
は
ま
す
ま
す
難
し
く
な
っ
た
。
ま
た
多
く
の
家
で
は

廂
房
や
門
房
の
オ
ン
ド
ル
を
木
製
の
寝
台
に
替
え
、
穴
あ
き
練
炭
を

使
っ
て
暖
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
三
世
代
同
居
の
大

邸
宅
を
含
む
伝
統
的
な
郷
土
建
築
が
現
代
の
農
村
家
庭
の
規
模
や
生

活
方
式
の
変
化
に
対
応
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

ま
た
一
部
の
村
民
は
、
北
側
高
台
の
新
村
に
住
宅
を
新
築
し
て

移
っ
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
は
旧
村
の
四
合
院
様
式
を
引
き
継
い
で
は

い
る
が
、
廳
房
の
機
能
は
大
幅
に
弱
ま
っ
て
い
る
。
廳
房
の
ス
ペ
ー

ス
に
豚
の
飼
育
場
や
ト
イ
レ
、
作
物
干
し
場
を
設
け
た
家
屋
す
ら
あ

る
。
木
材
不
足
の
た
め
に
、
新
村
の
建
築
は
多
く
が
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
四
合
院
の
配
置
を
取
ら
ず
に
、
都
市

建
築
の
形
態
を
模
倣
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
高
く
て
立
派
な
門
楼

の
伝
統
は
新
村
で
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
が
、
比
較
し
て
み
る
と
、

旧
村
の
正
門
の
扁
額
の
題
字
は
古
風
か
つ
素
朴
で
学
識
に
満
ち
て
い

る
が
、
新
村
の
題
字
は
伝
統
的
な
内
容
で
は
あ
る
も
の
の
、
時
代
の

色
合
い
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、
正
門
の
上
部
に
は
彩
色
の
タ
イ
ル
に

よ
っ
て
様
々
な
華
や
か
な
模
様
が
描
か
れ
て
い
る
。

象
徴
的
符
号
と
吉
祥
図
案

　

党
家
村
で
は
、
至
る
と
こ
ろ
に
い
ろ
い
ろ
な
象
徴
的
符
号
や
文

字
、
吉
祥
図
案
が
み
ら
れ
、
村
落
の
文
化
空
間
の
特
質
を
形
成
し
て
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い
る
。
同
様
の
情
況
は
中
国
の
他
の
多
く
の
地
域
で
も
よ
く
み
ら

れ
、
か
な
り
裕
福
で
、
宗
族
組
織
や
私
塾
が
か
な
り
発
達
し
た
村
落

で
は
自
ず
と
晴
耕
雨
読
の
雰
囲
気
が
醸
し
だ
さ
れ
て
お
り
、
商
・

農
・
儒
が
渾
然
一
体
と
な
っ
た
村
落
文
化
が
発
達
し
て
い
〉
12
〈

る
。
党
家

村
の
四
合
院
の
門
楼
に
み
ら
れ
る
煉
瓦
彫
刻
や
扁
額
題
字
、
正
門
両

側
の
対
聯
、
廳
房
軒
下
の
両
側
あ
る
い
は
廂
房
の
山
型
壁
に
嵌
め
ら

れ
た
家
訓
格
言
な
ど
、
こ
れ
ら
の
学
識
豊
か
な
漢
字
文
化
や
晴
耕
雨

読
の
伝
統
の
表
象
は
、
村
全
体
に
一
種
の
学
問
的
気
品
を
漂
わ
せ
、

科
挙
時
代
の
文
化
的
雰
囲
気
を
残
し
て
い
る
。

　

党
家
村
の
お
よ
そ
三
分
の
一
の
建
築
物
は
、
屋
根
に
「
脊
獣
」
や

「
花
脊
」
な
ど
の
煉
瓦
彫
刻
装
飾
が
施
さ
れ
て
い
る
。
多
く
は
霊
芝

や
蔓
草
、
蓮
花
、
仙
鶴
な
ど
の
吉
祥
文
様
で
、
そ
れ
ぞ
れ
火
除
け
や

招
福
吉
祥
の
意
味
が
あ
る
。
ま
た
村
内
の
至
る
と
こ
ろ
に
み
ら
れ
る

正
門
下
の
土
台
石
や
柱
礎
石
、
照
壁
（
影
壁
）、
門
扉
の
釣
り
あ
げ

金
具
、
馬
を
つ
な
ぐ
杭
、
土
地
神
の
神
棚
、
窓
の
格
子
、
屏
風
門
な

ど
に
も
、
み
な
い
ろ
い
ろ
な
彫
刻
や
模
様
が
施
さ
れ
て
い
る
。
よ
く

み
ら
れ
る
題
材
に
は
、
草
花
や
人
物
、
鳥
獣
類
、“
琴
、
碁
、
書
、

画
”
な
ど
の
高
尚
な
趣
味
や
暗
八
仙
（
八
人
の
仙
人
が
そ
れ
ぞ
れ

持
っ
て
い
る
も
の
）、
万
字
（
卍
）
拐
、
八
卦
、
太
極
な
ど
が
あ

り
、
ど
の
彫
刻
や
装
飾
に
も
み
な
例
外
な
く
そ
れ
ぞ
れ
の
「
意
味
」

が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　

照
壁
や
影
壁
を
例
に
挙
げ
る
〉
13
〈

と
、
こ
れ
ら
は
隠
蔽
や
遮
蔽
だ
け
で

な
く
、
装
飾
や
象
徴
の
役
割
も
担
っ
て
い
る
。
照
壁
の
周
り
に
は
通

常
「
万
字（
卍
）拐
」
な
ど
の
彫
刻
が
あ
る
。
照
壁
の
装
飾
の
題
材
も

多
様
で
、
焼
煉
瓦
に
よ
っ
て
浮
き
彫
り
や
風
景
、
吉
祥
図
案
を
描
く

も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、「
鹿
鶴
同（
桐
）春
」、「
封（
蜂
）候（
猴
）抱

（
官
僚
）印
」（
写
真
9
）、「
五
福（
蝠
）捧
福
」
な
ど
が
あ
る
。
書
法

に
よ
っ
て
題
字
を
書
い
た
も
の
や
、
大
き
く
「
福
」、「
寿
」
な
ど
の

文
字
を
彫
り
込
ん
だ
も
の
も
あ
る
（
写
真
10
）。
照
壁
は
通
常
、
人

が
必
ず
通
る
場
所
に
あ
る
の
で
、
最
も
目
に
つ
き
や
す
い
。
上
述
の

ほ
か
、
少
数
だ
が
装
飾
の
な
い
も
の
や
、
磁
器
を
貼
っ
て
絵
を
描
い

て
い
る
も
の
も
あ
る
（
写
真
11
）。
四
合
院
の
門
楼
の
両
側
に
は
い

ろ
い
ろ
な
石
彫
が
施
さ
れ
た
土
台
石
が
あ
り
、
多
く
は
獅
子
や
太
鼓

な
ど
の
形
を
し
て
い
る
が
、
他
に
も
多
く
の
縁
起
の
良
い
飾
り
が
あ

る
。
節
孝
碑
を
例
に
挙
げ
る
と
、
横
額
の
枠
は
、
龍
、
麒
麟
、
香
炉

な
ど
の
煉
瓦
彫
刻
が
彫
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
下
に
は
東
か
ら

西
へ
、
吉
祥
を
表
す
「
喜
鵲
梅
花
」（
カ
サ
サ
ギ
と
梅
の
花
）、「
鶴

立
渓
水
」（
鶴
が
小
川
に
立
つ
）、「
青
雲
奔
鹿
」（
鹿
が
空
を
翔
る
）、

「
鴨
戯
蓬
蓮
」（
鴨
が
蓮
池
で
遊
ぶ
）
な
ど
の
四
つ
の
彫
刻
が
施
さ
れ

て
お
り
、
左
右
に
は
「
矢
志
靡
他
、
克
諧
以
孝
」（
他
念
が
な
く
親

孝
行
に
専
念
）、「
綸
音
伊
迩
、
載
錫
其
光
」（
亡
親
の
肉
声
を
聞
き

恩
恵
の
光
を
被
る
）
の
対
聯
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。

　

同
様
の
吉
祥
図
案
や
文
様
は
、
一
般
に
四
合
院
内
の
戸
や
窓
、
門

楼
や
扁
額
の
木
彫
り
装
飾
に
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
吉
祥
図
案
は
、

基
本
的
に
ほ
と
ん
ど
が
特
別
な
意
味
を
も
っ
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
が

富
貴
や
長
寿
、
健
康
を
象
徴
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
吉
祥
図
案
と
多



写真９　 旧村のある家の影壁に描かれた 
瓦製の吉祥図案：封侯掛印

梅花模様の鹿は、「禄」（官について俸禄を得るこ
と）の諧音（発音が似ている）。鹿が口に霊芝を
加えた姿は長寿を表し、山は「寿は南山に比すべ
し」で長寿、２羽のカササギは「重ね重ねのおめ
でた」で喜び事が重なること、樹木の枝に蜂蜜の
巣があり、サルが官印を背負って走るのは、「封
候掛印」（封は蜂の、候は猴＝サルの、掛印は官
印の諧音で、官位を得て昇進する）の意味。図中
の樹は、韓城方言では「福」と音が似ている。
（2007年２月筆者撮影）

写真10　新村の影壁
何も描かれていないものや、「福」の字が書
かれたものがある。（2007年８月筆者撮影）

写真11　 新村のある農家の影壁に 
描かれた陶磁製の風景画

（2007年８月筆者撮影）
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種
の
形
態
の
文
字
符
号
が
形
成
す
る
意
味
の
世
界
は
、
村
民
の
日
常

生
活
空
間
に
精
神
や
価
値
の
含
意
を
満
ち
溢
れ
さ
せ
、
村
民
を
知
ら

ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
感
化
し
て
い
る
。

　

正
門
の
扁
額
の
題
字
は
、
ほ
と
ん
ど
ど
の
家
に
も
あ
る
。
木
彫
や

煉
瓦
彫
な
ど
が
あ
り
、
内
容
は
祖
先
を
讃
え
た
り
、
倫
理
道
徳
や
価

値
を
追
求
す
る
も
の
な
ど
の
類
で
あ
る
。
例
え
ば
、
党
同
印
家
の
門

楼
の
扁
額
に
は
「
孝
、
悌
、
慈
」
の
大
き
な
三
文
字
が
彫
り
込
ま
れ

て
い
る
。
そ
の
他
の
各
邸
宅
の
正
門
の
扁
額
題
字
は
、
様
式
や
内
容

は
異
な
る
が
、「
進
士
第
」、「
世
進
士
」、「
世
科
第
」、「
明
経
第
」、「
登

科
」、「
文
魁
」、「
太
史
第
」（
以
上
は
科
挙
及
第
者
の
家
）、「
忠
恕
」、

「
忠
信
」、「
富
徳
居
」、「
孝
悌
慈
」、「
勤
為
宝
」、「
和
為
貴
」、「
謙
受

益
」（
以
上
は
忠
誠
、
忠
信
、
徳
、
孝
行
、
勤
勉
、
和
諧
、
謙
虚
な

ど
の
美
徳
を
も
つ
家
）、「
承
天
休
」、「
天
賜
吉
祥
」、「
居
之
安
」、「
耕

読
第
」、「
樹
徳
第
」、「
貽
謀
燕
翼
」、「
安
詳
恭
敬
」、「
履
中
蹈
和
」、

「
奕
世
其
昌
」（
以
上
は
祝
福
や
恵
み
を
被
る
家
、
安
心
で
き
る
家
、

晴
耕
雨
読
の
家
）
な
ど
、
晴
耕
雨
読
文
化
や
儒
家
の
教
え
、
吉
祥
の

字
句
が
多
く
み
ら
れ
る
。

　

煉
瓦
彫
刻
と
い
う
形
で
廳
房
の
左
右
や
廂
房
の
山
型
の
壁
に
彫
ら

れ
た
諸
々
の
「
門
庭
家
訓
」
は
、
内
容
は
多
く
が
『
朱
子
家
訓
』
か

ら
と
ら
れ
て
い
る
が
、
当
地
や
他
郷
の
人
あ
る
い
は
戸
主
な
ど
村
の

博
学
の
士
が
自
分
で
作
っ
た
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
家
訓
は
、
勉

学
の
勧
め
や
訓
導
で
あ
る
が
、
過
去
の
裕
福
な
村
人
た
ち
が
追
求
し

た
人
生
の
理
想
や
人
と
し
て
行
う
べ
き
道
を
明
確
に
反
映
し
て
い

る
。
例
え
ば
、「
在
少
壮
之
時
要
知
老
年
人
的
辛
酸
、
当
旁
観
之
境

要
知
局
内
人
的
境
況
」（
青
壮
年
期
に
老
人
の
辛
さ
を
知
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
傍
観
す
る
時
に
は
当
事
者
の
境
遇
を
知
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
）
や
「
行
事
要
謹
慎
、
謙
恭
節
倹
擇
交
友
、
存
心
要
公

正
、
孝
弟
忠
厚
擇
隣
居
」（
何
事
に
も
慎
重
に
行
い
、
謙
虚
で
つ
ま

し
く
友
人
を
選
ぶ
こ
と
。
心
根
は
常
に
公
正
で
あ
り
、
年
配
者
を
敬

い
温
厚
で
あ
り
よ
い
隣
人
を
選
ぶ
こ
と
）
な
ど
は
、
現
在
で
も
よ
く

言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

党
家
村
の
日
常
生
活
の
空
間
は
、
意
味
の
世
界
に
満
ち
溢
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
固
定
さ
れ
た
あ
る
い
は
常
設
さ
れ
た
扁
額
や
吉
祥
図

案
、
飾
り
、
対
聯
、
各
種
の
物
質
の
符
号
の
中
に
み
ら
れ
る
だ
け
で

な
く
、
室
内
の
掛
け
軸
や
書
画
、
賀
扁
、
家
具
、
置
物
、
冠
婚
葬
祭

や
四
季
の
八
節
の
際
に
絶
え
間
な
く
替
え
ら
れ
る
臨
時
の
対
聯
に
も

反
映
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
祝
寿
（
還
暦
祝
い
）
の
鏡
、
祝
寿
や
出

産
祝
い
の
飾
り
マ
ン
ト
ウ
、
春
節
前
後
の
切
り
絵
や
灯
籠
な
ど
、
例

外
な
く
み
な
強
烈
な
装
飾
性
を
も
ち
、
ま
た
す
べ
て
が
各
種
の
意
味

を
明
確
に
表
現
し
て
い
る
。
村
民
は
、
特
に
正
門
や
住
宅
の
各
処
の

小
門
の
両
側
に
対
聯
を
掛
け
た
り
、
貼
っ
た
り
す
る
こ
と
を
好
む

（
写
真
12
）。
対
聯
は
、
種
類
が
多
く
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
場
面
や
時

節
、
人
生
の
大
切
な
節
目
に
合
わ
せ
て
掛
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
哀
悼

や
結
婚
、
慶
事
の
対
聯
（
旧
正
月
に
貼
る
「
春
聯
」、
生
後
一
か
月

を
祝
う
「
弥
月
聯
」、
寿
賀
の
「
祝
寿
聯
」、
新
築
祝
い
の
「
建
房

聯
」）
な
ど
が
あ
る
。
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中
国
の
南
北
各
地
の
豊
か
な
郷
土
村
落
文
化
や
そ
の
伝
統
的
民
家

の
「
情
緒
」
の
特
長
は
、
往
々
に
し
て
文
字
や
文
学
、
書
法
を
通
し

て
表
現
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
建
築
物
内
の
扁
額
や
対

聯
が
人
々
を
引
き
つ
け
て
建
築
物
を
賞
賛
さ
せ
る
と
と
も
に
、
人
々

の
目
の
前
に
一
種
の
人
文
的
意
義
に
満
ち
た
世
界
を
表
出
さ
せ
る
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。
党
家
村
に
み
ら
れ
る
詩
文
や
家
訓
、
文
字
彫

刻
、
扁
額
、
絵
画
（
門
神
、
神
仏
、
吉
祥
図
案
）
や
符
号
、
文
様
な

ど
も
同
様
の
効
果
を
も
つ
。

党
家
村
の
「
再
発
見
」
と
観
光
資
源
化

　

党
家
村
の
古
民
家
は
、
中
国
国
内
の
建
築
学
界
に
お
い
て
比
較
的

早
い
時
期
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
〉
14
〈
た
。
し
か
し
「
墻
里
開
花
墻
外
香
」

（
花
は
塀
の
中
で
咲
い
た
が
、
良
い
香
り
が
塀
の
外
に
溢
れ
で
た
）

で
、
一
九
八
八
年
に
日
本
の
学
者
が
国
連
教
育
科
学
文
化
機
関
（
ユ

ネ
ス
コ
）
の
関
連
の
会
議
で
党
家
村
視
察
の
論
文
を
発
表
し
、
一
九

九
二
年
に
日
本
建
築
学
会
の
青
木
正
夫
博
士
の
呼
び
か
け
に
よ
り
、

日
中
双
方
の
建
築
学
者
が
共
同
調
査
団
を
組
織
し
て
大
規
模
な
党
家

村
の
民
居
調
査
が
行
わ
れ
た
。
そ
こ
で
党
家
村
の
四
合
院
建
築
群
の

文
物
的
価
値
や
良
好
な
保
存
状
態
に
あ
る
伝
統
的
村
落
が
も
つ
歴
史

や
芸
術
、
科
学
等
の
価
値
が
再
認
識
さ
れ
て
、
よ
う
や
く
徐
々
に
進

ん
で
い
た
旧
家
屋
の
取
り
壊
し
に
歯
止
め
が
か
か
っ
た
。
ま
さ
に
、

「
外
来
的
和
尚
好
念
経
」（
外
か
ら
来
た
お
坊
さ
ん
は
当
地
の
お
坊
さ

ん
よ
り
経
を
読
む
の
が
う
ま
い
）
と
か
、
よ
そ
者
は
「
識
宝
」（
貴

重
な
も
の
を
見
分
け
る
目
が
あ
る
）
と
い
う
諺
が
示
す
よ
う
に
、
党

家
村
の
「
再
発
見
」
は
、
実
は
外
か
ら
の
視
点
の
介
入
に
得
ら
れ
た

も
の
で
、
ま
さ
に
「
よ
そ
者
」
が
率
先
し
て
党
家
村
お
よ
び
そ
の
民

家
建
築
群
の
価
値
を
認
識
し
た
こ
と
に
よ
り
、
徐
々
に
世
間
に
知
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
党
家
村
の
「
名
声
」
は
次
第
に
高
く
な
っ
た
。
一
九
九

九
年
、
韓
城
市
政
府
は
党
家
村
を
「
韓
城
市
重
点
文
物
保
護
単
位
」

に
認
定
し
、
二
〇
〇
一
年
に
は
国
務
院
が
「
国
家
重
点
文
物
保
護
単

位
」
と
し
て
公
布
し
、
二
〇
〇
三
年
に
国
家
建
設
部
お
よ
び
文
化
部

は
、
第
一
回
の
「
歴
史
文
化
名
村
」
の
一
つ
と
し
〉
15
〈

た
。
ま
た
二
〇
〇

六
年
一
二
月
に
、
党
家
村
は
中
国
の
「
世
界
文
化
遺
産
候
補
名
簿
」
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に
名
を
連
ね
た
。
政
府
の
指
導
者
で
あ
る
李
瑞
環
は
党
家
村
を
視
察

し
た
時
に
、「
民
居
瑰
宝
」
と
い
う
題
辞
を
残
し
て
い
る
。
党
家
村

が
「
歴
史
文
化
名
村
」
に
選
ば
れ
た
理
由
は
、
主
に
村
落
の
立
地
条

件
が
よ
く
、
環
境
が
幽
玄
で
美
し
く
、
建
物
の
配
置
が
整
っ
て
い

て
、
古
く
て
素
朴
な
中
に
も
優
美
さ
が
あ
り
、
歴
史
が
長
く
、
文
化

的
情
緒
が
深
く
漂
い
、
村
落
形
態
の
保
存
状
態
が
基
本
的
に
良
く
、

明
清
、
民
国
期
の
伝
統
的
な
民
居
の
風
格
や
地
方
特
有
の
村
落
文
化

の
特
色
を
ほ
ぼ
完
全
に
残
す
こ
と
が
で
き
て
い
た
点
が
挙
げ
ら
れ

る
。

　

各
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
競
っ
て
訪
れ
、
報
道
を
し
た
こ
と
も
、
党
家

村
が
急
速
に
知
名
度
を
上
げ
た
主
な
原
因
で
あ
る
。
例
え
ば
二
〇
〇

五
年
五
月
一
七
日
に
中
央
電
視
台
は
「
魅
力
名
鎮
」
の
番
組
で
、

「
陝
西
省
韓
城
市
党
家
村
│
│
伝
統
的
村
落
の
生
き
た
化
石
」
と
い

う
題
で
放
送
し
た
。
ま
た
二
〇
〇
六
年
五
月
二
日
に
中
央
電
視
台
の

「
新
聞
聯
播
」
の
番
組
で
、
党
家
村
が
「
農
家
楽
」
の
競
争
力
を
向

上
さ
せ
る
た
め
に
、
民
俗
文
化
演
出
隊
を
組
織
し
た
こ
と
を
報
道
し

た
と
こ
ろ
、「
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
」
に
一
気
に
人
気
ス
ポ
ッ
ト

と
な
り
、
多
く
の
旅
行
団
が
訪
れ
た
。
さ
ら
に
二
〇
〇
六
年
四
月
二

五
日
の
『
陝
西
日
報
』
で
は
、「
陝
西
省
韓
城
市
党
家
村
で
は
ゴ
ー

ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
に
“
八
栄
八
恥
”（
八
つ
の
誇
り
と
八
つ
の
恥
│

胡
錦
濤
政
権
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
社
会
主
義
の
価
値
観
）
ツ
ア
ー

を
打
ち
出
し
た
」
と
報
じ
た
。
で
は
、
な
ぜ
、
現
代
の
中
国
メ
デ
ィ

ア
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
党
家
村
の
よ
う
な
古
村
落
に
注
目
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
、
そ
れ
は
、
古
村
落
が

も
つ
よ
う
な
伝
統
的
な
生
活
様
式
や
生
活
空
間
お
よ
び
文
化
の
舞
台

は
、
中
国
各
地
で
進
む
大
規
模
な
都
市
化
の
急
速
な
発
展
の
た
め
に

日
増
し
に
衰
退
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
古
村
落
が
も
つ
歴

史
や
文
化
の
価
値
が
次
第
に
社
会
全
体
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
自

覚
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
。

　

党
家
村
の
外
観
や
村
落
内
の
様
相
お
よ
び
四
合
院
民
家
建
築
群

は
、
急
速
に
観
光
業
を
発
展
さ
せ
る
た
め
の
文
化
資
源
と
み
な
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
こ
こ
十
数
年
来
、
党
家
村
を
訪
れ
る
観
光
客
は
毎

年
増
加
し
て
い
る
。
二
〇
〇
六
年
の
党
家
村
の
観
光
総
収
入
は
一
三

八
万
元
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
主
に
村
民
委
員
会
が
観
光
客
か
ら
徴
収

し
た
一
人
当
た
り
三
〇
元
の
入
場
料
の
収
入
で
、
村
民
が
自
ら
経
営

す
る
「
農
家
旅
館
」
や
飲
食
店
、
そ
の
他
の
旅
行
サ
ー
ビ
ス
の
収
入

は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
目
下
、
村
全
体
に
は
農
家
旅
館
が
二
八
軒
、

商
店
が
七
店
、「
民
俗
館
」
が
一
つ
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
観
光
業
の

発
展
に
伴
う
需
要
に
よ
っ
て
出
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
二
〇
〇
六
年

の
年
末
、
党
家
村
の
各
戸
は
、
村
民
委
員
会
か
ら
四
〇
〇
元
の
観
光

収
入
配
当
を
受
け
取
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
三
〇
〇
元
は
各
自
が
家
屋

の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
や
保
存
に
充
て
る
よ
う
に
と
要
求
さ
れ
た
。
党
家

村
お
よ
び
四
合
院
民
家
建
築
群
の
所
有
権
は
、
村
や
個
人
に
あ
る
た

め
、
他
の
「
国
家
重
点
文
物
保
護
単
位
」
と
は
異
な
り
、
党
家
村
は

観
光
業
を
展
開
す
る
た
め
に
毎
年
韓
城
市
旅
遊
局
に
五
万
元
の「
管

理
費
」を
納
め
る
だ
け
で
あ
り
、
市
旅
遊
局
が
党
家
村
の
対
外
宣
伝
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や
旅
行
促
進
活
動
を

請
け
負
っ
て
い
る
。

　

党
家
村
に
来
る
観

光
客
は
、
ほ
と
ん
ど

が
週
末
あ
る
い
は

「
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ 

ー
ク
」
の
連
休
を
利

用
し
て
西
安
市
や
周

辺
の
省
か
ら
来
る

「
都
市
民
」
で
あ

る
。
彼
ら
が
こ
こ
に

求
め
る
の
は
、
昔
の

農
村
生
活
へ
の
懐
か

し
さ
と
伝
統
文
化
へ

の
郷
愁
で
あ
る
。
ま

さ
に
党
家
村
が
基
本
的
に
ほ
ぼ
完
全
に
保
持
し
て
い
る
村
落
生
活
の

情
景
や
象
徴
的
意
味
に
あ
ふ
れ
た
文
化
空
間
が
多
く
の
観
光
客
を
魅

了
し
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
、
観
光
客
の
訪
問
お
よ
び
観
光
業
の

発
展
は
、
党
家
村
自
身
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
ま
ず
上
述
の

よ
う
に
村
落
の
全
体
の
配
置
構
成
や
四
合
院
式
民
家
の
取
り
壊
し
や

破
壊
に
歯
止
め
が
か
か
り
、
そ
の
歴
史
や
文
化
の
価
値
も
村
民
自
身

に
徐
々
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
次
に
、
旧
村

の
多
く
の
四
合
院
民
家
の
空
洞
化
お
よ
び
廃
墟
化
は
依
然
と
し
て
よ

く
み
ら
れ
る
が
、
同
時
に
維
持
修
理
や
再
建
（
例
え
ば
、
二
〇
〇
七

年
に
再
建
さ
れ
た
旧
村
西
哨
門
外
の
祠
堂
）
と
い
う
新
し
い
動
向
が

現
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
注
目
す
べ
き
は
、
村
落
の
空
間
構
成

に
多
く
の
微
妙
な
変
化
が
起
こ
り
始
め
た
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、

村
民
委
員
会
は
元
来
の
党
家
祠
堂
の
場
所
か
ら
北
側
高
台
の
新
村
へ

と
移
っ
た
が
、
こ
れ
は
単
に
村
落
行
政
の
中
心
が
移
転
し
た
こ
と
を

意
味
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
直
接
的
に
は
、
祠
堂
が
観
光
業
に
お
い

て
重
要
な
役
割
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
た
め
に
移
転
し
た
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
旧
村
の
東
北
口
は
「
農
家
旅
館
」
が
比
較

的
多
く
、
現
在
で
は
こ
の
場
所
が
外
部
に
公
開
さ
れ
た
村
落
の
新
し

い
公
共
ス
ペ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
写
真
13
）。

　

村
民
た
ち
は
、
現
代
の
都
市
型
生
活
様
式
に
憧
れ
を
抱
い
て
い

る
。
そ
れ
は
党
家
村
が
古
村
落
と
し
て
の
価
値
が
再
認
識
さ
れ
た
か

ら
と
い
っ
て
大
き
く
変
わ
っ
て
は
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
古
村
落
に

つ
い
て
語
る
時
、
我
々
が
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
い
わ

ゆ
る
古
村
落
は
、
実
際
に
は
豊
か
な
歴
史
と
伝
統
を
合
わ
せ
持
っ
た

現
代
の
村
落
で
あ
り
、
決
し
て
永
久
に
不
変
の
も
の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
〉
16
〈

る
。
党
家
村
の
若
い
村
民
に
と
っ
て
は
、
伝
統
的
な
四

合
院
よ
り
も
、
新
村
で
新
た
な
生
活
の
場
を
設
け
た
い
と
考
え
て
い

る
。
北
側
高
台
の
新
村
の
民
家
は
、
門
楼
に
題
字
を
付
す
と
い
う
伝

統
や
一
つ
の
正
門
に
一
つ
の
庭
と
い
う
構
造
以
外
、
多
く
の
面
で
伝

統
的
な
四
合
院
と
は
趣
を
大
き
く
異
に
す
る
。
村
民
が
自
分
た
ち
の

家
を
増
築
し
た
り
、
改
築
し
た
り
、
新
築
し
た
い
と
い
う
要
望
に
こ
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た
え
る
た
め
、
村
民
委
員
会
は
「
旧
村
を
保
護
し
、
新
村
を
建
設
す

る
」
と
い
う
政
策
を
決
定
し
た
。
そ
こ
で
党
家
村
で
は
「
旧
村
は
観

光
客
に
見
せ
、
新
村
は
自
分
た
ち
が
快
適
に
過
ご
す
」
と
い
う
言
い

方
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。

　

党
家
村
が
「
古
村
落
ツ
ア
ー
」
や
「
農
家
楽
」
の
目
的
地
に
な
る

に
つ
れ
て
、
村
民
た
ち
の
生
活
様
式
に
も
す
で
に
、
ま
た
ま
さ
に

今
、
微
妙
か
つ
極
め
て
深
刻
な
変
化
が
起
こ
り
つ
つ
あ
る
。
観
光
客

の
要
望
に
合
わ
せ
て
絶
え
ず
村
の
様
相
や
外
観
、
村
の
す
み
ず
み
ま

で
の
環
境
衛
生

を
整
え
る
だ
け

で
な
く
、
村
民

た
ち
は
さ
ら
に

多
く
の
直
接
的

な
要
求
に
直
面

し
て
い
る
。
例

え
ば
、
二
〇
〇

六
年
の
国
慶
節

の
「
ゴ
ー
ル
デ

ン
ウ
ィ
ー
ク
」

の
頃
、
観
光
客

に
「
社
会
主
義

新
農
村
」
と
い

う
新
し
い
姿
を

見
せ
る
た
め
に
、
党
家
村
は
「
八
栄
八
恥
と
調
和
の
と
れ
た
家
庭
」

を
テ
ー
マ
と
し
て
、
全
村
を
あ
げ
て
具
体
的
に
「
寝
具
を
比
べ
て
、

清
潔
さ
を
競
う
」、「
庭
を
比
べ
て
、
美
し
さ
を
競
う
」、「
台
所
を
比

べ
て
、
暮
ら
し
方
を
競
う
」、「
整
頓
を
比
べ
て
、
マ
ナ
ー
を
競
う
」

と
い
う
「
四
比
四
看
」
活
動
を
行
っ
た
。
同
時
に
、
観
光
客
の
要
望

に
こ
た
え
る
た
め
、
一
部
の
村
民
は
、
懐
か
し
い
「
飾
り
マ
ン
ト
ウ

づ
く
り
」
や
「
針
仕
事
」
を
次
第
に
常
時
復
活
さ
せ
よ
う
と
し
た

り
、
幾
種
か
の
民
俗
芸
能
な
ど
の
活
動
を
行
う
者
も
現
れ
た
（
写
真

14
）。
こ
の
よ
う
に
、
観
光
業
や
観
光
客
が
党
家
村
の
村
民
生
活
に

も
た
ら
し
た
影
響
は
、
非
常
に
顕
著
で
複
雑
な
も
の
と
い
え
る
。

※
本
論
文
は
、
筆
者
が
愛
知
大
学
国
際
問
題
研
究
所
の
助
成
交
付
に
よ

る
研
究
「
中
国
陝
西
省
Ｍ
村
民
俗
誌
」（
責
任
者
：
松
岡
正
子
）
で

陝
西
省
韓
城
市
党
家
村
に
お
い
て
民
俗
学
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
を
行
っ

た
時
の
資
料
を
基
に
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
次
調
査
は
二
〇

〇
七
年
春
節
時
期
、
二
月
一
六
日
〜
二
二
日
、
第
二
次
は
二
〇
〇
七

年
八
月
一
六
〜
二
三
日
、
松
岡
教
授
を
リ
ー
ダ
ー
に
調
査
団
一
行
四

名
が
再
び
党
家
村
に
入
っ
た
。
調
査
は
、
賈
建
云
村
長
、
党
文
濤
書

記
お
よ
び
党
鍳
泉
、
党
会
生
、
張
艶
利
ら
村
民
、
そ
の
家
族
と
親
戚

の
支
持
と
協
力
に
よ
り
行
わ
れ
た
。
調
査
は
参
画
観
察
方
法
を
採
用

し
、
村
民
と
共
に
新
年
を
過
ご
し
、
一
緒
に
様
々
な
民
俗
活
動
に
参

加
し
た
。
そ
の
後
、
さ
ら
に
詳
し
い
訪
問
聞
き
取
り
調
査
を
行
い
、

各
自
で
関
心
の
高
い
話
題
を
村
民
に
聞
き
取
り
し
た
。
調
査
は
、
基

本
的
に
現
地
の
方
言
を
用
い
て
進
め
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
時
に
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は
、
陝
西
方
言
、
標
準
語
、
日
本
語
の
間
で
通
訳
を
必
要
と
し
た
。

陝
西
師
範
大
学
屈
雅
君
教
授
に
は
、
調
査
実
施
の
た
め
の
行
き
届
い

た
ご
配
慮
を
い
た
だ
い
た
。
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光
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与
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村
民
居
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科
学
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出
版
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九

年
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九
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こ
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る
。
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追
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を
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の
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李
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峰
編
著

『
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土
建
築
│
│
跨
学
科
研
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理
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方
法
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国
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築
工
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版

社
、
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〇
〇
五
年
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三

－

二
四
頁
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照
。

〈
12
〉 

周
星
「
姚
村
│
│
物
態
象
徴
的
民
俗
世
界
」
陶
立
璠
主
編
『
亜

細
亜
民
族
研
究
』
第
五
集
、
学
苑
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
。

〈
13
〉 

本
稿
で
は
「
照
壁
」
を
正
門
の
外
ま
た
は
中
に
設
け
ら
れ
る
独

立
し
た
建
築
物
と
し
、「
影
壁
」
を
廂
房
の
両
側
の
山
型
の
壁
を
利

用
し
た
も
の
と
定
義
す
る
。
照
壁
は
影
壁
よ
り
も
遮
蔽
性
が
強
い

が
、
役
割
は
ど
ち
ら
も
同
じ
で
あ
る
。

〈
14
〉 

張
壁
田
・
劉
振
亜
主
編
『
陝
西
民
居
』
中
国
建
築
工
業
出
版

社
、
一
九
九
三
年
、
一
六
、五
二
、一
〇
一
、一
五
八
、一
六
三
、一
六

六
頁
等
。

〈
15
〉 

方
明
・
薛
玉
峰
・
熊
燕
編
著
『
歴
史
文
化
村
鎮
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承
与
発
展
指

南
』
中
国
社
会
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
、
三
二

－

三
九
頁
。

〈
16
〉 

福
田
亜
細
男
「
地
方
生
活
文
化
和
古
村
落
保
護
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王
恬
主
編

『
古
村
落
的
沈
思
』
上
海
辞
書
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、
七
七

－

八

三
頁
。
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